
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
五
十
七
号

小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
公
職
選
挙
法
の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
及
び
第
八
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
選
挙
人
名
簿
の
調
製
）

第
一
条
　
小
笠
原
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
現
在
に
よ
り
、
そ
の
日
ま
で
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
小
笠
原
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
選
挙
資
格
を
調
査
し
、
施
行
日
の

翌
日
に
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
小
笠
原
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
施
行
日
の
翌
翌
日
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
す
る
者
と
し
て
決
定
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
を
、
あ
ら
か
じ
め
告
示
し
た
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
選
挙
人
は
、
第
一
項
の
決
定
に
関
し
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
縦
覧
の
日
に
、
文
書
で
、
小
笠
原
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
か
ら
三
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
の
翌
日
」
と
、
法
第

二
十
五
条
第
一
項
中
「
七
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
日
（
郵
送
に
要
し
た
日
数
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
小
笠
原
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
施
行
日
か
ら
四
日
に
当
た
る
日
に
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
す
る
者
と
し
て
決
定
し
た
者
に
つ
い
て
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
選
挙
人
名
簿
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
人
名
簿
と
み
な
す
。

第
二
条
及
び
第
三
条
　
削
除

（
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
）

第
四
条
　
第
一
条
第
五
項
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
選
挙
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
及
び
施
行
日
以
後
昭
和
四
十
三
年
九
月
二
十
日
ま
で
に
そ
の
選
挙
の
期
日

を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
の
令
第
百
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
登
録
月
の
二
十
日
の
う
ち
そ
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
あ
つ
た
日
の
直
前
の
日
現
在
に
お
い
て
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
と
み
な
す
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
三
日
政
令
第
一
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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